
「資格確認書」交付の流れ
※保険証の有効期限(最長で令和７年７月３１日）が切れるまでの対応

現在お持ちの保険証は、保険証記載の有効期限まで引き続き使用できます。

国が示す通知に基づいた現時点（令和６年１１月２２日）のものです。変更になる場合もあります。

ス タ ー ト

マイナンバーカードを

持っている

マイナンバーカードの

保険証利用登録をして

いる ※1

保険証利用登録の解除

をした（解除したい）

マイナンバーカードの有

効期限が切れている

マイナンバーカードの電

子証明書の有効期限が

切れている ※2

要介護の高齢者や障が

いをお持ちの方などで、

マイナ保険証の使用に

困難がある ※3

マイナ保険証で受診できますので「資格確認書」を交付しません。

補助的な文書として「資格情報のお知らせ」を交付します。

※４

マイナンバーカードを

返納した(返納したい)
※窓口で手続きが必要です

マイナンバーカードを

紛失した
※窓口で手続きが必要です

マイナンバーカードを

作っていない

理

由

マイナンバーカードの再発行

手続きを行う予定

電子証明書の再発行手続き

を行う予定

資格確認書を申請により交付

します。

次回更新時から申請なしで郵

送します。

窓口で返納手続き後、資格確認書

を申請なしで交付します。

マイナンバーカードが再交付され

るまでの間の資格確認書を申請に

より交付します。

現在お持ちの保険証の有効期限が

切れる前に資格確認書を申請なし

で郵送します。

窓口で登録解除申請の手続き後、

資格確認書を申請なしで交付しま

す。

次回更新時から申請なしで郵送し

ます。

現在お持ちの保険証の有効期限が

切れる前に資格確認書を申請なし

で郵送します。

※マイナ保険証はマイナンバーカー

ドの有効期限（または電子証明書

の有効期限）満了月から３ケ月後

の月末を過ぎると使用できなくな

ります。

資格確認書を交付しません。更新

手続き後、１時間～１日程度でマイ

ナ保険証として使用できます。

※1 マイナ保険証の利用登録状況は、マイナポータル内「証明書」エリアの「健康保険証」ページにて確認できます。

※2 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。

※3 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合。

※4 マイナ保険証が利用できない医療機関などを受診するときは「マイナンバーカード」と「資格情報のお知らせ」を医療機関窓口

に提示してください。
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